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大学における教育・研究の変遷

後藤勝年
特任教授

　大衆化する前の大学の中は、外部からは

殆んど見えない状態であった。従って、一

般の人からは、大学の先生は何か難しい

訳の分からない仕事（教育や研究）をして

いるものと考えられていた。まさに象牙の

塔である。その頃の大学はほんの一部のエ

リートしか通えないところであって、実際

に格調高いことが行われていたものと思わ

れる。大衆化してからの大学でもこの疑似

状況が長い間続いてきた。そして、大学の

先生は依然として難しいことをやっている、

と想像されているものと思い込んで、多く

の大学人は過ごしてきた。この間に行われ

てきた研究の9割以上は、単なる「盆栽いじ

り」に終わったかも知れない。しかし、残

りの 1割弱の研究の中からは、たとえ微々

たるものであっても歴史に残る発明・発見

があったに違いない。特に基礎研究には遊

び心が伴っているのが理想であり、大学は

それが許される悠久の里であった。事態が

一変したのは、バブルが崩壊してからの不

毛の10年を迎えた時である。世間の大学を

見る目が急に厳しくなり、大学はもっと社

会に役立つ研究を行え、という声が日増し

に高くなってきた。大学での基礎研究の重

要さは良識ある人にはよく認識されており、

科研費などはかなり以前から漸増されてき

ていた。しかし、その他の競争的研究資金

も急増し、その分基盤校費などは益々少な

くなり、もはや競争的研究資金を得なけれ

ばまともな研究は続けられない状況にまで

なってしまった。更に、そのような状況が

教育資金にまで及んできたことは周知の通

りである。法人化後、このような事態が非

常に顕在化してきたといえよう。

　そこで問題なのは、余裕ある教育と基礎

研究を続けるために、これからどんな手を

打つかである。まず学群レベルの教育で、

文部科学省の意図として気付くことは、卒

業後に専門家として設定された基準を達成
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すべく対処せよということである。つまり、

医者や初等・中等教育の教員等々がそれぞ

れの領域におけるスペシャリストとして最

低限身に付けておくべき基準である。これ

は全国共通の事柄であり、まずクリアーし

なければならない。肝要なのは、これに加

えて如何にプラスアルファの特徴を出すか

である。教育用の競争的資金を得て対処す

ればそれほど難問とも思えないが、アップ

アップの状態でそれ以上の手が打てないよ

うな状態なら、その大学はそれまでであろ

う。

　大学院教育の方は問題が更に複雑であ

る。まず制度から始めよう。筑波大学では

（医学を除いて）卒後2年間の独立修士課程

と 5年 1貫の博士課程が共存してきた。し

かし、この制度は筑波大学の大きな特徴で

あったが、実質的には破綻状態に陥ってし

まっていた。理由はいろいろあろうが、4年

卒業後将来の見通しもはっきりしないまま、

更に5年の博士課程に入学することには抵

抗感がある。もう少し深い勉強をしたいの

で、とりあえず 2年間の修士課程に進学し

よう。その後更に上を目指そうという場合

に、5年1貫の博士課程3年次に編入学する。

このようなケースが多くの組織に共通に見

られるようになった。皮肉なことに、博士

課程の1、2年次は定員割れしていたのに、3

年次以降はこの現象により定員は充足した

という例も少なくない。そこで多くの組織

では独立修士課程を廃止し、博士課程を前

期（2年）と後期（3年）の分割方式にする傾

向が目立ってきた。ここで注意したいのは、

博士課程の各専攻を分割方式にするだけで

は、従来多くの大学で行われてきた分割方

式に戻るだけということである。これを避

けるため、人間総合科学研究科で進められ

ている大学院の再編では、前期の 2年間を

なるべく大くくりの専攻とし、後期 3年で

は専門性を生かしたやや狭い専攻を数多く

用意している。例えば医学関係の学生は全

て前期の「ニューフロンティア医科学専攻」

に属し、後期3年（医学は4年）は複数の専

攻から選択できるようにしている（医学類

卒業生は直接後期に入学）。細かい問題は

多々生じるかも知れないが、様々な創意工

夫を凝らし、筑波大学としての特色を出す

必要があろう。

　次は内容である。前期 2年で修了したい

場合には、修士の学位を得て社会に門出す

ることになる。修士修了者は研究者として

は未だ半人前かも知れないが、柔軟な姿勢

を保てれば特に問題はなかろう。これに対

し、後期修了の基準をどのレベルに定める

かは非常に悩ましいところである。修了時

点で、研究者として一人前の知識と技術を

備えていることが望ましいが、これも判断

が難しい。大学院制度が定着し、大学院（後
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期）修了の条件として博士の学位を取得す

ることが一般化しつつあるが、これには 2

種類の問題がある。第一は、期間中に博士

論文を仕上げて学位を取得することが本当

に可能かどうかということ、第二は、大学

院を重要視するあまり論文博士制度を廃止

しようという風潮が生じてきていることで

ある。博士課程修了時までに、それまでの

研究を論文に纏め上げる（力をつける）こ

とがやはり必要ではなかろうか。博士の学

位は、国の内外で研究者として活躍してい

くための重要なステータスと見做されるか

らである。大学院終了後10～15年も経って

やっと学位を獲得できる状態が今も一部で

は続いている。非常に長い間修業を積んだ

後、ようやく師匠からお墨付きが与えられ

るという徒弟制度の最たるもので、このよ

うな「免許皆伝型」の学位は即刻見直す必

要があろう。博士課程修了時点で研究者と

しての度量を身に付けさせることは、指導

者の責務の一つだからである。一方、論文

博士制度の廃止は、現時点では時期尚早と

言わざるを得ない。論文博士の獲得を目指

して業績を積んできた研究者も未だ数多く

いるであろうし、十分な実績と技量を持ち

ながら止むなき理由で大学院に進学できな

かった研究者への配慮も必要であろう。シ

ステム情報工学研究科等で開始された、経

験と実績のある研究者を対象とした短期入

学制度等は、将来の有望な解決策として期

待したい。

　最後に研究内容について少し触れておき

たい。上述したように、大学は社会に役立

つ研究を行え、という声が高まっている。

研究成果がすぐ社会に貢献できるものであ

れば、勿論積極的に応用努力をすべきであ

る。しかし、基礎研究は10年・20年経って

みないとその本当の価値は分からないこと

が多いし、将来の科学技術や文化の発展を

見越した場合、その積み重ねによる基盤作

りは不可欠である。世間の目というものは

極端にシフトすることが多く、自分は同じ

所にじっとしているつもりでも、社会が右

傾化するとあいつは左寄りだと思われてし

まうことも事実である。「風にそよぐ葦」に

翻弄されることなく、真に揺るぎない信念

をもって質の高い基礎研究を続けられる大

学人が少しでも多くいてほしいものである。

（ごとう　かつとし／薬理学）




